
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第８回総会議事録（Ｒ２年８月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都城市農業委員会 
 



１ 日  時   令和２年８月３１日  午前９時３０分～ 

 

２ 場  所   中央公民館大会議室 

 
３ 委  員 

出 1德益 吉明 出 2柿並 マリ子 出 3轟木 保紘（会長） 出 4有川 はつ子

出 5山中 美代子 出 6重冨 保 出 7長谷場 平 出 8恒吉 勇二 

出 9坂上 和秋 出 10永田 勇作 出 11竹田 功 出 12松枝 みどり

出 13松山 忠雄 出 14北園 紘美 出 15田中 加代子 出 16紺家 知征 

出 17宮田 信行 出 18井ノ上 洋一 出 19飯盛 由紀子 出 20田中 操 

出 21乙守 賢次 出 22藤森 和代 出 23志戸 春雄（職務代理） 出 24小野 籍雄 

 
４ 事 務 局 
   局 長 細山田 省二          次 長 福丸 好文         

主 幹 野﨑 洋一                  副主幹 吉國 雄一郎 
主 査 中崎 聖太           主 査 横山 いづみ   
主 幹 野口 浩二（高城総合支所）   副主幹 米満 里美（山田総合支所）      

   副主幹 皆吉 さち子（高崎総合支所）   
 
５ 付議案件 

報告第15号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第16号 県進達後の申請条項読み替えについて 

報告第17号 競（公）売の買受者による農地法申請に係る許可書交付について 

議案第64号 農業委員会が定める別段面積（下限面積）の設定について 

議案第65号 「農地法第３条第２項第５号の別段面積の取扱基準」第４条に基づく判断 

について 

議案第66号 非農地証明について 

議案第67号 農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定及び 

許可決定について 

議案第68号 農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定について 

議案第69号 農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第70号 農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第71号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定に 

ついて 

議案第72号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定に 

ついて（中間管理事業） 

 



第８回総会議事録 

 

 

議   長  それでは、ただいまより第８回の総会を開催いたします。 

本日は全委員出席であることをご報告いたします。では、議事録署名人の指名を私の

方からさせていただきます。本日は１２番委員と１４番委員でよろしくお願いします。 

それでは審議に入ります。本日は報告案件が３件、議案が９件ございますので、ご審

議方よろしくお願いします。まず報告案件ですが、報告第１５号農地法第１８条第６項

の規定による通知について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  報告第１５号農地法第１８条第６項の規定による通知についてですが、正誤表にもあ

りますように今月は３ページ分の印刷漏れがございまして、その分を別途配布しており

ます。件数等につきましては、総括表のとおりでございまして、１９件の通知で

34,607.00㎡の内容となっています。以上です。 

議   長  ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、何かご質問等はございませ

んか。 

全 委 員  無し。 

議   長  次に報告第１６号県進達後の申請条項読み替えについて、説明をお願いします。 

 

事 務 局  報告第１６号県進達後の申請条項読み替えについてですが、議案書８ページをご覧く

ださい。これは先月の総会で５条事業計画変更として審議し許可相当の決定を出した案

件について、申請条項を４条申請に変えて許可書を交付したことについての報告でござ

います。 

理由ですが、県に５条事業計画変更として許可相当の意見書を付して進達しましたと

ころ、「当初に５条許可を取った方は既に亡くなっていることから、計画変更にはなり

得ず、相続人による４条申請とすべきである」ということで返送を受けたものです。 

これは明らかに事務局の判断ミスと言わざるを得ないところですが、この対応につい

て事務局で検討しましたところ、申請書の一部差し替えはどうしても必要ではございま

すが、添付書類や転用内容、現地状況など、審査やその判断に係る部分にはほぼ変更は

なく、あらためて４条申請として総会審議すべきものではないと判断したものでござい

ます。以上です。 

議   長  ただいま、説明が終わりましたが、何かご質問等はありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので、次の報告第１７号競（公）売の買受者による農地法申請に係る許

可書交付について、説明をお願いします。 

 

事 務 局  報告第１７号競（公）売の買受者による農地法申請に係る許可書交付についてですが、

議案書は９ページになります。これは、本年６月総会で５条による買受適格証明願で審

議されて証明を受けた方が物件を落札され、証明願の時と同じ内容で５条申請を出され

たことから、総会前に許可書を交付したことの報告でございます。この処置については

６月の証明願議案と同時に可決いただいた付帯議決事項に基づくものでございます。以

上です。 

議   長  ありがとうございます。説明が終わりましたが、何かご質問等はありませんか。  



全 委 員  無し。 

議   長  何もありませんか。それでは、ただいま説明のあった報告第１５号、１６号、１７号

の３件について、同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、報告案件につきましては了承されました。続きまして、議案第

６４号農業委員会が定める別段面積（下限面積）の設定についてを議題といたします。

議題に対する事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局担当  議案第６４号農業委員会が定める別段面積（下限面積）の設定についてご説明いたし

ます。議案書１０ページをご覧ください。下限面積の設定について、農林水産省通知の

「農業委員会の適正な事務実施について」により、農業委員会は、毎年、下限面積の設

定又は修正の必要性を検討することとなっています。そこで都城市における農地法第３

条の規定による農地取得後の下限面積について審議させていただくものです。 

       まず、（１）の農地法施行規則第１７条第１項の適用についてですが、これは別段の面

積は、別段の下限面積に満たない経営面積の農家数が、設定区域全体の農家総数の４割

を下らないように下限面積を設定しなければならないというものです。この基準に基づ

いて検討した結果、２０１５年の農林業センサスによりますと、本市の平均経営面積は

１００アールを超えており、経営面積が５０アールを超えている農家が全体の約８割に

も達していることから、都城市では現行の下限面積の５０アールの変更は行わないこと

を提案します。 

       次に、（２）の農地法施行規則第１７条第２項の適用についてです。これは市内の空き

家に付属した農地を設定区域として位置付け、地域の農地の効率的な利用に支障をきた

さない場合は別段の面積を設定できるというものです。設定区域について 適な別段面

積を設定することで、空き家の解消はもとより、耕作のための農地取得が図られ、家庭

菜園程度から始まる新規就農者の掘り起こしに繋がり、そして耕作放棄地解消にも貢献

できると判断されることから、この現行の別段面積、空き家に付属した農地取得につい

ての下限面積１アールについては変更しないことを提案するものです。以上です。 

議   長  ありがとうございました。ただいま、説明がありましたが、ここで質問をお受けしま

す。何かありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第６４号農業委員会が定める別段面積（下限

面積）の設定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第６４号についてはいずれも変更しないことに決定しまし

た。続きまして、議案第６５号「農地法第３条第２項第５号の別段面積の取扱基準」第

４条に基づく判断についてを議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局  議案第６５号「農地法第３条第２項第５号の別段面積の取扱基準」第４条に基づく判

断についてですが、議案書は１１ページになります。本案件は、表にあります田んぼを、

市の空き家等情報バンクに登録する空き家、つまり宅地の方ですが、これに付属する農

地として取り扱って良いかをご審議いただくものです。 

       これは先ほどの議案にありました別段面積の利用につきましては、この空き家等情報

バンクに登録されていることが条件でありまして、その取扱いを定めた農地法第３条第



２項第５号の別段面積の取扱基準の第４条に、空き家と農地の所有者は同一であること

と記されています。  

 今回の案件は、それぞれの所有者が伯父と甥の関係にあり、田が伯父名義、宅地の方

が甥名義の状態となっています。しかしですね、田の登記簿には甥の所有権移転の仮登

記が付けられておりまして、本人間では随分前に売買が完了しているものと認識されて

いるとのことでした。ですから、事務局としましては、田の実質の所有者は甥であり、

宅地と同一であると言えるのではないかと思っております。お配りしている取扱基準第

４条のところを見ていただければお分かりのとおり、農業委員会が認めた場合はこの限

りではないと記されていることから、本案件は同一所有者とみなせるかどうかを総会で

ご審議いただきますようお願いするものでございます。以上です。 

議   長  ありがとうございました。何かご質問のある方はございませんか。 

１ 番 委員  この方はなぜ、本登記をしていないのでしょうか。 

事 務 局  この方は市外、大阪市在住で３条資格がないため、名義変更できないものです。 

１ 番 委員  仮に、第３者が取得して本登記をしたら、どうなるのでしょうか。 

事 務 局  仮登記されている方が、手続きをされて本登記に動いたら、そちらが有効になると思

われますので、後の方は無効になるではないでしょうか。しかし、今回はそういうこと

は想定されませんので、それ以上のことは回答できないところです。 

議   長  よろしいでしょうか。他にありませんか。無いようですので採決に入ります。議案第

６５号「農地法第３条第２項第５号の別段面積の取扱基準」第４条に基づく判断につい

て、ご承認いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第６５号については同一とみなすことに決定しました。続

きまして、議案第６６号非農地証明についてを議題といたします。事務局の説明をお願

いいたします。 

 

事 務 局  議案第６６号非農地証明についてですが、今月は６件の申請があり、10,303.00 ㎡の

内容でございます。調査結果につきましては、調査報告書のまとめ１ページのとおりで

ございます。 

議   長  ありがとうございました。何か質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第６６号非農地証明について、ご同意いただ

ける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第６６号については非農地と承認されました。続きまして、

議案第６７号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定及

び許可決定についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第６７号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定及

び許可決定についてですが、今月は３件の申請で、1,579.00㎡の内容でございます。調

査報告書のまとめは２ページです。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  それでは質疑に入ります。何かご質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第６７号農地法第５条許可後の事業計画変更



申請による農業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙手を

お願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第６７号についてはすべて許可相当と決定しました。次に

議案第６８号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてを議題とい

たします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第６８号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてですが、今

月は１２件の申請、29,168.00 ㎡の内容でございました。なお、すべて農地法第３条第

２項各号に該当しないと判断いたしましたのでご審議方よろしくお願いします。調査報

告のまとめの方は３、４ページになります。 

議   長  ありがとうございました。調査報告を見ますとすべて許可の判断となっていますが、

ここで質問をお受けします。何かございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第６８号農地法第３条許可申請による農業委

員会の許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第６８号につきましては、報告どおりすべて許可するもの

と決定いたしました。次に議案第６９号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見

決定及び許可決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第６９号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につい

てでございます。今月は５件の申請で、2,565.60㎡の内容でした。調査報告のまとめの

方は５ページにございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議   長  ありがとうございました。調査報告はすべて許可相当のようですが、何かご質問はご

ざいませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第６９号農地法第４条許可申請による農業委

員会の意見決定及び許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第６９号につきましてはすべて許可するものと決定いたし

ました。続きまして、議案第７０号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定

及び許可決定についてを議題とします。議案に対する事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第７０号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につい

てでございます。今月は３０件の申請で、28,288.60 ㎡の内容となっております。調査

報告は６ページからになっています。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。報告のまとめではすべて許可相当のようです。ここで質疑

に入ります。何か質問はございませんか。 

５ 番 委員  私の勉強不足で申し訳ないのですが、２３番案件について少し教えてください。調査

報告のまとめの表をみますと、農地判定が農振となっていますが、一時転用の場合には

除外等はしていないということで間違いなかったでしょうか。それから、一時転用の期

間は３年以上できるのでしょうか。あと一つ、お聞きしたいのが、コンクリート製品置



場として３年間も利用される予定のようですが、後々本当に農地に戻されるのか心配な

のですが、なぜ、急に一時転用という事態になったのか理由をお聞かせください。 

事 務 局  まず初めに一時転用につきましては、農振を担当する農政課の意見書を添付していた

だいており、除外等は行ないません。期間満了後に農地に復元してもらうことになって

います。また、一時転用の期間は 長３年という取扱いになっています。 

       今回の一時転用につきましては、この会社が熊本県等をはじめとする豪雨災害等の復

旧工事に利用されるコンクリート製品の大量受注を受けたことにより、急遽製品置場が

必要になったものです。期間についても、大規模な災害復旧という状況から 長期間の

一時転用が必要と判断されております。また、既存施設の拡張というような１種農地の

例外的転用であれば、本転用も可能かと思われる案件ですが、今回は一時転用で対応さ

れたようです。 

議   長  よろしいですか。他に何か質問はありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  ご質問も無いようですので採決に入ります。議案第７０号農地法第５条許可申請によ

る農業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙手をお願いし

ます。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第７０号についてはすべて許可するものと決定いたします。

続きまして、議案第７１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委

員会の決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第７１号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定

についてでございます。今回、所有権移転につきましては、１０件ございまして、

32,409.00 ㎡の内容となっております。利用権設定につきましては、１１０件の申請、

364,469.00㎡の内容となっています。公告日につきましては、本日８月３１日付けを予

定しております。なお、所有権移転の中で、庄内地区で1件開発事業計画の案件がござ

いました。これは農地としてではなく農業用施設用地として取得するものでございます

が、その調査報告は、まとめの方の 終ページに記載しております。以上です。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたので、ご質問をお受けします。何かご

ざいませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  特に無いようですので採決いたします。議案第７１号農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農業委員会の決定について、同意される方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第７１号については原案どおり承認することに決定いたし

ました。次に議案第７２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委

員会の決定について（中間管理事業）についてを議題といたします。事務局の説明をお

願いいたします。 

 

事 務 局  議案第７２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定

について（中間管理事業）でございます。今月は申請件数７０件、209,805.00㎡の内容

となっています。公告日は、先ほどと同じく８月３１日付けの予定となっています。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたので、質疑に入ります。何かございま



せんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  質問も無いようですので、採決いたします。議案第７２号農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定による農業委員会の決定について（中間管理権）に、同意される方

は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第７２号については原案どおり承認することに決定いたし

ました。これで本日予定しておりました議案の審議が終わりましたが、全体を通して皆

さんから何かございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので、これで第８回の総会を終了いたします。お疲れ様でした。 

        

 

令和  年  月  日 

 

議事録署名委員 

              

 12番委員              

 

 

 14番委員              

                                   

作製者 福丸 好文 


